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(公社)千葉県畜産協会

山梨県で豚熱の患畜を確認！！
（国内６８例目）

【概要】
所在地： 山梨県中央市
飼養状況： ２，５２３頭

【経緯】
５月１０日（月） 飼育豚の死亡頭数増加の通報を受け、山梨県が病性鑑定

を実施。
（５０～６０日齢の子豚が５月９日に4頭、５月１０日に２１頭死亡）

５月１１日（火） 山梨県の検査により豚熱の疑いが生じたため、
農研機構動物衛生研究部門で精密検査を実施した結果、
豚熱の患畜であると判明。

参考：農林水産省ＨＰ、山梨県ＨＰ
令和３年５月１２日現在

豚の様子がおかしいな？と思ったら中央家畜保健衛生所まで
TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送)  FAX. 043-286-0090

※必ず５回以上コールしてください

飼養衛生管理の再確認、再徹底を！
○車両消毒の徹底、交差汚染の防止

特に、と畜場、死亡獣畜回収場所、家畜市場、共同糞尿処理場など、
畜産施設に出入りした際は、消毒を徹底しましょう。

○畜舎専用衣服・靴の着用 ○農場・畜舎へ入る際の手指の消毒

○畜舎・器具のこまめな清掃、消毒

○野生動物との接触・侵入防止対策の徹底
ネズミ、昆虫の駆除、豚舎外壁の補修、防護柵・防鳥ネットの設置等

○継続的なワクチン接種
接種した母豚の母乳を、確実に哺乳豚に飲ませるように注意しましょう。

堆肥舎、死体保管場所への設置も忘れずに！


